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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成24年2月9日(2012.2.9)

【公開番号】特開2011-123513(P2011-123513A)
【公開日】平成23年6月23日(2011.6.23)
【年通号数】公開・登録公報2011-025
【出願番号】特願2011-6791(P2011-6791)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   1/11     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   1/10     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/30     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1335   (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   1/10    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   1/10    　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｂ   5/30    　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/1335  ５１０　
   Ｂ３２Ｂ   7/02    １０３　

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月16日(2011.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも反射防止フィルム、第一の偏光板、液晶セル、第二の偏光板、バックライト
ユニットをこの順に有する透過型液晶ディスプレイであって、前記反射防止フィルムが透
明基材の少なくとも片面に前記透明基材から順に、ハードコート層、帯電防止層および低
屈折率層を備えており、前記反射防止フィルムの可視光領域における各波長での光透過吸
収損失の最大値を前記反射防止フィルムの可視光領域における各波長での光透過率吸収損
失の最小値で引いた値が０．５％以上４．０％以下であり、且つ、前記反射防止フィルム
の波長４５０ｎｍ、５５０ｎｍ、６５０ｎｍでの光透過吸収損失がＱ４５０＜Ｑ５５０＜
Ｑ６５０（Ｑ４５０：波長４５０ｎｍにおける光透過吸収損失／Ｑ５５０：波長５５０ｎ
ｍにおける光透過吸収損失／Ｑ６５０：波長６５０ｎｍにおける光透過吸収損失）を満た
すことを特徴とする透過型液晶ディスプレイ。
【請求項２】
　前記低屈折率層側の反射防止フィルム表面での視感平均反射率が０．５％以上１．５％
以下の範囲内であることを特徴とする請求項１に記載の透過型液晶ディスプレイ。
【請求項３】
　前記反射防止フィルムの視感平均光透過吸収損失が０．５以上３．０以下の範囲内であ
ることを特徴とする請求項１または２に記載の透過型液晶ディスプレイ。
【請求項４】
　前記反射防止フィルムの平行光線透過率が９４．０％以上９６．５％以下の範囲内であ
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の透過型液晶ディスプレイ。
【請求項５】
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　前記帯電防止ハードコート層が電子電導型の導電性ポリマーもしくは電子電導型の導電
性無機粒子を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の透過型液晶ディス
プレイ。
【請求項６】
　前記帯電防止ハードコート層がアンチモンドープ酸化スズ（ＡＴＯ）、リンドープ酸化
スズ（ＰＴＯ）、フッ素ドープ酸化スズ（ＦＴＯ）、酸化インジウム酸化スズ（ＩＴＯ）
のいずれかを含むことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の透過型液晶ディス
プレイ。
【請求項７】
　前記反射防止フィルムの低屈折率層表面における表面抵抗値が１．０×１０６Ω／□以
上１．０×１０１０Ω／□以下の範囲内であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
かに記載の透過型液晶ディスプレイ。
【請求項８】
　前記低屈折率層側の反射防止フィルム表面でのＬ＊ａ＊ｂ＊色度系における反射色相が
０．００≦ａ＊≦３．００且つ－３．００≦ｂ＊≦３．００であることを特徴とする請求
項１乃至７のいずれかに記載の透過型液晶ディスプレイ。
【請求項９】
　前記ハードコート層の屈折率と前記透明基材の屈折率の差が０．０５以下の範囲内であ
ることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の透過型液晶ディスプレイ。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記課題を解決するために請求項１に係る発明としては、少なくとも反射防止フィルム
、第一の偏光板、液晶セル、第二の偏光板、バックライトユニットをこの順に有する透過
型液晶ディスプレイであって、前記反射防止フィルムが透明基材の少なくとも片面に前記
透明基材から順に、ハードコート層、帯電防止層および低屈折率層を備えており、前記反
射防止フィルムの可視光領域における各波長での光透過吸収損失の最大値を前記反射防止
フィルムの可視光領域における各波長での光透過率吸収損失の最小値で引いた値が０．５
％以上４．０％以下であり、且つ、前記反射防止フィルムの波長４５０ｎｍ、５５０ｎｍ
、６５０ｎｍでの光透過吸収損失がＱ４５０＜Ｑ５５０＜Ｑ６５０（Ｑ４５０：波長４５
０ｎｍにおける光透過吸収損失／Ｑ５５０：波長５５０ｎｍにおける光透過吸収損失／Ｑ
６５０：波長６５０ｎｍにおける光透過吸収損失）を満たすことを特徴とする透過型液晶
ディスプレイとした。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、請求項２に係る発明としては、前記低屈折率層側の反射防止フィルム表面での視
感平均反射率が０．５％以上１．５％以下の範囲内であることを特徴とする請求項１に記
載の透過型液晶ディスプレイとした。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、請求項３に係る発明としては、前記反射防止フィルムの視感平均光透過吸収損失
が０．５以上３．０以下の範囲内であることを特徴とする請求項１または２に記載の透過
型液晶ディスプレイとした。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、請求項４に係る発明としては、前記反射防止フィルムの平行光線透過率が９４．
０％以上９６．５％以下の範囲内であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項
に記載の透過型液晶ディスプレイとした。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、請求項５に係る発明としては、前記帯電防止ハードコート層が電子電導型の導電
性ポリマーもしくは電子電導型の導電性無機粒子を含むことを特徴とする請求項１乃至４
のいずれかに記載の透過型液晶ディスプレイとした。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、請求項６に係る発明としては、前記帯電防止ハードコート層がアンチモンドープ
酸化スズ（ＡＴＯ）、リンドープ酸化スズ（ＰＴＯ）、フッ素ドープ酸化スズ（ＦＴＯ）
、酸化インジウム酸化スズ（ＩＴＯ）のいずれかを含むことを特徴とする請求項１乃至５
のいずれかに記載の透過型液晶ディスプレイとした。
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、請求項７に係る発明としては、前記反射防止フィルムの低屈折率層表面における
表面抵抗値が１．０×１０６Ω／□以上１．０×１０１０Ω／□以下の範囲内であること
を特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の反射防止フィルムとした。
 
【手続補正９】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、請求項８に係る発明としては、前記低屈折率層側の反射防止フィルム表面でのＬ
＊ａ＊ｂ＊色度系における反射色相が０．００≦ａ＊≦３．００且つ－３．００≦ｂ＊≦
３．００であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の透過型液晶ディスプ
レイとした。
 
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、請求項９に係る発明としては、前記ハードコート層の屈折率と前記透明基材の屈
折率の差が０．０５以下の範囲内であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記
載の透過型液晶ディスプレイとした。
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